
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
等
の

請
求
に
つ
い
て

令
和
８
年
１
月

愛
知
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会

介
護
福
祉
部
障
害
福
祉
課

G.分冊16



目
次

２
. 
  
返
戻
関
連
情
報
に
つ
い
て

1
0

３
. 
  
過
誤
申
立
（
取
下
げ
依
頼
）
に
つ
い
て

1
6

1

４
.
銀
行
口
座
の
変
更
に
つ
い
て

2
1

１
. 
  
請
求
及
び
支
払
に
つ
い
て

2

G.分冊17



2

◇
１
～
１
０
日

請
求
期
間

（
土
日
祝
も
含
み

2
4
時
間
受
付
。
請
求
方
法
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
み
）

◇
１
１
日
～
月
末

審
査

◇
翌
月
第
１
営
業
日

返
戻
関
連
書
類
送
付

※
該
当
が
あ
る
場
合
の
み

◇
翌
月
１
０
日

支
払
関
連
書
類
送
付

※
該
当
が
あ
る
場
合
の
み

（
土
日
祝
で
あ
れ
ば
前
営
業
日
）

◇
翌
月
２
０
日

支
払
い

（
２
０
日
が
土
曜
日
の
場
合
は
前
営
業
日
、
日
曜
日
の
場
合
は
後
営
業
日
）

※
請
求
は
毎
月
１
０
日
締
め
切
り
で
す
。
訂
正
等
を
考
慮
し
余
裕
の
あ
る
請
求
を
お
願
い
し
ま
す
。

１
．
請
求
及
び
支
払
に
つ
い
て

G.分冊18



3

◆
事
業
所
情
報
参
照
方
法

国
保
連
合
会
に
登
録
さ
れ
て
い
る
事
業
所
情
報
（
基
本
情
報
及
び
サ
ー
ビ
ス
情
報
）
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

電
子
請
求
受
付
シ
ス
テ
ム
総
合
窓
口
（
h
tt
p
:/
/w
w
w
.e
-s
e
ik
y
u
u
.j
p
/）
に
ア
ク
セ
ス

①

②

G.分冊19
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http://www.e-seikyuu.jp/）にアクセス
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4

【
ユ
ー
ザ
情
報
】
を
選
択
し
、
［
事
業

所
情
報
参
照
］
の
〇
を
ク
リ
ッ
ク
し

を
ク
リ
ッ
ク

【
サ
ー
ビ
ス
情
報
詳
細
】
国
保
連

合
会
に
登
録
さ
れ
て
い
る
加
算
等

の
事
業
所
情
報
を
確
認
で
き
ま
す
。

G.分冊20



5

◆
請
求
受
付
期
間
中
（
１
日
～
１
０
日
）
に
当
月
請
求
明
細
書
等
を
取
下
げ
る
画
面
操
作

◇
簡
易
入
力
シ
ス
テ
ム
で
の
取
下
げ
方
法

①

②

請
求
年
月
を

当
月
に
し
ま
す

取
り
下
げ
た
い
デ
ー
タ
を

選
択
し
ま
す

③
④

⑥

⑤

G.分冊21



6

◇
取
込
送
信
シ
ス
テ
ム
で
の
取
下
げ
方
法

①

②
③

⑤

④

取
り
下
げ
た
い
デ
ー
タ
を

選
択
し
ま
す

請
求
年
月
を

当
月
に
し
ま
す

G.分冊22



7

◇
電
子
請
求
受
付
シ
ス
テ
ム
（

W
E

B
サ
イ
ト
）
で
の
取
下
げ
方
法

電
子
請
求
受
付
シ
ス
テ
ム
総
合
窓
口
（

h
tt

p
:/

/w
w

w
.e

-s
e
ik

yu
u

.j
p

/）
に
ア
ク
セ
ス

①

②
②

G.分冊23



8

処
理
対
象
年
月
＝
請
求
年
月

対
象
月
の
「
詳
細
」
を
ク
リ
ッ
ク
し
ま
す
。

⑤
「
取
下
げ
」
を
ク
リ
ッ
ク
し
ま
す

※
取
下
げ
ボ
タ
ン
の
な
い
デ
ー
タ
は

取
下
げ
で
き
ま
せ
ん

③

④

G.分冊24



9

◆
請
求
時
の
パ
ス
ワ
ー
ド
に
つ
い
て

※
テ
ス
ト

ID
、
本
番
用

ID
パ
ス
ワ
ー
ド
は
、
仮
パ
ス
ワ
ー
ド
か
ら
任
意
の
パ
ス
ワ
ー
ド
に
変
更
し
て
く
だ
さ
い
。

パ
ス
ワ
ー
ド
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
場
合

・
テ
ス
ト

ID
、
本
番
用

ID
パ
ス
ワ
ー
ド
に
つ
い
て
は
仮
パ
ス
ワ
ー
ド
を
再
発
行
し
ま
す
の
で
、
国
保
連
合
会
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
仮
パ
ス
ワ
ー
ド
は
郵
送
で
の
お
届
け
に
な
り
ま
す
。

・
証
明
書
発
行
用
パ
ス
ワ
ー
ド
は
電
子
請
求
受
付
シ
ス
テ
ム
よ
り
再
発
行
で
き
ま
す
。

以
前
の
パ
ス
ワ
ー
ド
で
申
請
し
た
証
明
書
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
新
た
に
証
明
書
を
発
行

  
 申
請
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
（
別
途
発
行
手
数
料
が
か
か
り
ま
す
）

ID
・
パ
ス
ワ
ー
ド

使
用
目
的

入
手
方
法

パ
ス
ワ
ー
ド

変
更

有
効
期
限

備
考

テ
ス
ト

ID
・
仮
パ
ス
ワ
ー
ド

（
TJ
～
）

・
電
子
請
求
受
付
シ
ス
テ
ム
に
ロ
グ
イ
ン

・
テ
ス
ト
送
信

新
規
事
業
所
向
け
資

料
に
同
封

必
要

1
8

0
日
間

3
回
間
違
え
る
と
ロ
ッ
ク
が
か
か
る

3
0
分
後
に
自
動
的
に
解
除

本
番
用

ID
・
仮
パ
ス
ワ
ー
ド

（
H

J～
）

・
電
子
請
求
受
付
シ
ス
テ
ム
に
ロ
グ
イ
ン

・
請
求
デ
ー
タ
の
送
信
、
取
下
げ

・
通
知
書
類
の
取
得

「
請
求
及
び
受
領
に

関
す
る
届
」
提
出
後

に
郵
送

必
要

1
8

0
日
間

3
回
間
違
え
る
と
ロ
ッ
ク
が
か
か
る

3
0
分
後
に
自
動
的
に
解
除

証
明
書
発
行
用
パ
ス
ワ
ー
ド

電
子
証
明
書
の
発
行
申
請
、
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

新
規
事
業
所
向
け
資

料
に
同
封

不
要

-

簡
易
入
力
シ
ス
テ
ム

ロ
グ
イ
ン
パ
ス
ワ
ー
ド

簡
易
入
力
シ
ス
テ
ム
に
ロ
グ
イ
ン

初
期
設
定
「

0
0

0
0
」

任
意

-

取
込
送
信
シ
ス
テ
ム

ロ
グ
イ
ン
パ
ス
ワ
ー
ド

取
込
送
信
シ
ス
テ
ム
に
ロ
グ
イ
ン

初
期
設
定
「

0
0

0
0
」

任
意

-

G.分冊25



（
１
）
概
要

事
業
所
が
提
出
し
た
請
求
情
報
の
内
容
に
誤
り
等
が
あ
っ
た
際
に
、
給
付
費
の
支
払
い
を
行
わ
ず
事
業
所
へ
請
求
を
返

す
こ
と
を
返
戻
と
い
い
ま
す
。

返
戻
に
な
っ
た
請
求
明
細
書
等
は
、
「
返
戻
等
一
覧
表
」
に
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
（
す
べ
て
の
請
求
情
報
が
正
当
と

な
っ
た
場
合
、
「
返
戻
等
一
覧
表
」
は
あ
り
ま
せ
ん
。
）

事
業
所
は
、
提
出
し
た
請
求
情
報
が
返
戻
と
な
っ
た
場
合
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
確
認
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
請
求

情
報
を
修
正
し
国
保
連
合
会
に
再
請
求
を
し
て
く
だ
さ
い
。

（
翌
月
以
降
）

２
．
返
戻
関
連
情
報
に
つ
い
て

1
0

＜
返
戻
等
一
覧
表
に
関
す
る
問
合
せ
先
＞

・
エ
ラ
ー
コ
ー
ド
が
「

S
」
「

T
」
で
始
ま
る
場
合

該
当
市
町
村
へ

・
上
記
以
外
の
エ
ラ
ー
コ
ー
ド

国
保
連
合
会
へ

G.分冊26



1
1

（
２
）
「
返
戻
等
一
覧
表
」
に
つ
い
て

「
返
戻
等
一
覧
表
」
は
、
電
子
請
求
受
付
シ
ス
テ
ム
よ
り
請
求
月
の
翌
月
第

1
営
業
日
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
能
と
な
り
ま
す
の
で
、

内
容
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

（
ID

：
R

1
1
4
0
3
）

障
害

者
総

合
支

援
1
頁

愛
知

県
国

民
健

康
保

険
団

体
連

合
会

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

費

種
別

※
1

サ
ー

ビ
ス

種
類

※
2

単
位

数

明
2
2

3
,0

6
0

サ
0
7

0

※
1
　

請
…

請
求

書
、

明
…

請
求

明
細

書
、

計
…

計
画

相
談

支
援

給
付

費
請

求
書

／
サ

ー
ビ

ス
利

用
計

画
作

成
費

請
求

書
、

サ
…

サ
ー

ビ
ス

提
供

実
績

記
録

票
、

利
…

利
用

者
負

担
上

限
額

管
理

結
果

票

※
2
　

種
別

が
サ

ー
ビ

ス
提

供
実

績
記

録
票

の
場

合
、

様
式

種
別

番
号

の
先

頭
2
桁

を
出

力
し

ま
す

。

内
　

　
容

令
和

6
年

1
2
月

2
日

令
和

 6
年

1
0
月

請
求

明
細

書
の

明
細

情
報

「
サ

ー
ビ

ス
コ

ー
ド

」
に

該
当

す
る

受
給

者
台

帳
の

支
給

決
定

情
報

が
サ

ー
ビ

ス
提

供
年

月
時

点
で

有
効

で
は

あ
り

ま
せ

ん

2
3
0
0
0
0

○
○

市
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

　
ジ

ュ
キ

ュ
ウ

　
タ

ロ
ウ

令
和

 6
年

1
0
月

　
ジ

ュ
キ

ュ
ウ

　
タ

ロ
ウ

実
績

記
録

票
に

該
当

す
る

サ
ー

ビ
ス

が
請

求
明

細
書

に
存

在
し

て
い

ま
せ

ん

受
給

者
証

番
号

受
給

者
氏

名
サ

ー
ビ

ス

提
供

年
月

証
記

載

市
町

村
番

号
証

記
載

市
町

村
名

E
H

1
1

P
P
1
9

2
3
0
0
0
0

○
○

市
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

返
　

戻
　

等
　

一
　

覧
　

表

エ
ラ

ー

コ
ー

ド

2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

事
業

所
A

事
業

所
番

号

事
業

所
名

令
和

６
年

１
１

月
受

付
分

①

②

③

項
番
項
目
説
明

①
エ
ラ
ー
コ
ー
ド
：
返
戻
と
な
っ
た
原
因
を
エ
ラ
ー
コ
ー
ド
（

4
文
字
の
コ
ー
ド
）
で
表
示
し
ま
す
。

②
内
容

：
返
戻
と
な
っ
た
原
因
の
コ
メ
ン
ト
を
表
示
し
ま
す
。

③
種
別

：
返
戻
と
な
っ
た
請
求
帳
票
の
種
類
を
表
示
し
ま
す
。

請
･･
･請

求
書

明
･･
･請

求
明
細
書

計
･･
･計

画
相
談
支
援
給
付
費
請
求
書
／
サ
ー
ビ
ス
利
用
計
画
作
成
費
請
求
書

サ
･･
･サ

ー
ビ
ス
提
供
実
績
記
録
票

利
･･
･利

用
者
負
担
上
限
額
管
理
結
果
票
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請
求
明
細
書

C
事
業
所

請
求
明
細
書

B
事
業
所

（
３
）
問
い
合
わ
せ
の
多
い
返
戻
事
由
に
つ
い
て

1
2

•
P

P
0

8
:上

限
額
管
理
結
果
票
に
存
在
し
な
い
事
業
所
の
請
求
明
細
書
が
あ
り
ま
す

上
限
額
管
理
結
果
票

A
事
業
所

B
事
業
所

請
求
明
細
書

A
事
業
所

上
限
額
管
理
結
果
票
に
記
載
の
な
い
事
業
所
か
ら
の

請
求
が
あ
る
場
合
、
上
限
額
管
理
結
果
票
は
返
戻
に

な
り
ま
す
。

対
応
：
上
限
額
管
理
結
果
票
を
訂
正
し
、
作
成
区
分

「
新
規
」
で
再
請
求
し
ま
す
。

•
E

E
6

7
:事

業
所
台
帳
に
サ
ー
ビ
ス
提
供
年
月
時
点
で
有
効
な
上
限
額
管
理
事
業
所
の
指
定
情
報
が
登
録
さ
れ
て
い
ま
せ
ん

請
求
明
細
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
上
限
管
理
事
業
所
が
、
市
町
村
の
登
録
と
不
一
致
の
場
合
、
請
求
明
細
書
が

返
戻
と
な
り
ま
す
。

対
応
：
市
町
村
に
確
認
後
、
必
要
に
応
じ
て
上
限
管
理
事
業
所
を
訂
正
し
、
請
求
明
細
書
を
再
請
求
し
ま
す
。

例
：
上
限
額
管
理
結
果
票
に
記
載
の
な
い
、

C
事
業
所
が

 請
求
明
細
書
を
請
求
。

上
限
額
管
理
結
果
票
が
返
戻
と
な
り
ま
す
。
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【
令
和
７
年
６
月
に
再
請
求
し
た
上
限
額
管
理
結
果
票
】

5
月
受
付
分
で
返
戻
に
な
っ
て
い
ま
す
が

6
月
請
求
時
に
情
報
作
成
区
分
を
「
修
正
」

で
提
出
し
た
た
め

E
C

0
9
エ
ラ
ー
に
な
っ
て
い

ま
す
。

※
返
戻
に
な
っ
た
上
限
額
管
理
結
果
票
を

請
求
す
る
場
合
は
、

情
報
作
成
区
分
を
「
新
規
」
と
し
て

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
７
年
４
月
分

1
3

•
E

C
0

9
修
正
、
ま
た
は
取
消
の
対
象
と
な
る
利
用
者
負
担
上
限
額
管
理
結
果
票
が
存
在
し
て
い
ま
せ
ん

【
令
和
７
年
５
月
受
付
分
の
返
戻
一
覧
表
】

情
報
作
成
区
分

修
正

（
ID

：
R

1
1
4
0
3
）

障
害

者
総

合
支

援

愛
知

県
国

民
健

康
保

険
団

体
連

合
会

障
害

児
給

付
費

種
別

※
1

内
　

　
容

利

事
業

所
名

あ
い

う
え

お

返
　

戻
　

等
　

一
　

覧
　

表
令

和
7
年

6
月

1
日

令
和

７
年

５
月

受
付

分

事
業

所
番

号
2
3
5
9
9
9
9
9
9
9

令
和

 ７
年

４
月

エ
ラ

ー

コ
ー

ド

証
記

載

市
町

村
番

号
証

記
載

市
町

村
名

受
給

者
証

番
号

受
給

者
氏

名
サ

ー
ビ

ス

提
供

年
月

P
P
0
9

2
3
9
9
9
9

○
○

市
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

コ
ク

ホ
　

タ
ロ

ウ

上
限

額
管

理
結

果
票

に
存

在
し

な
い

事
業

所
の

請
求

が
あ

り
ま

す

G.分冊29



1
4

•
E

H
1

2
:請

求
明
細
書
の
契
約
情
報
「
決
定
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ド
」
に
該
当
す
る
受
給
者
台
帳
の
支
給
決
定
情
報
が

サ
ー
ビ
ス
提
供
年
月
時
点
で
有
効
で
は
あ
り
ま
せ
ん

契
約
内
容
サ
ー
ビ
ス

コ
ー
ド

受
給
者
証
に
記
載
の
決

定
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ド

請
求
明
細
書
の
契
約
情
報
と
、
受
給
者
証
記
載
の
決
定
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ド
が
異
な
る
場
合
、
請
求
明
細
書
は

返
戻
と
な
り
ま
す
。

例
：
支
給
決
定

..
.居
宅
介
護
通
院
介
助
（
伴
う
）

1
1
3
0
0
0

契
約
情
報

..
.居
宅
介
護
通
院
介
助
（
伴
わ
ず
）

1
1
4
0
0
0
で
入
力
⇒
返
戻

•
E

G
1

3
 :

 受
給
者
台
帳
に
サ
ー
ビ
ス
提
供
年
月
時
点
で
有
効
な
受
給
者
の
支
給
決
定
情
報
が
登
録
さ
れ
て
い
ま
せ
ん

終
了
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
契
約
情
報
に
載
せ
て
し
ま
う
と
エ
ラ
ー
に
な
り
ま
す
。

対
応
：
サ
ー
ビ
ス
月
時
点
で
有
効
な
サ
ー
ビ
ス
の
み
記
載
し
て
く
だ
さ
い
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※
同
じ
サ
ー
ビ
ス
が
２
行
記
載
さ
れ
て
い
る
と
「
重
複
エ
ラ
ー
」
に
な
り
ま
す
。

月
途
中
で
契
約
支
給
量
が
変
更
に
な
っ
た
場
合
は
変
更
後
の
契
約
情
報
の
み
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

【
契
約
内
容
報
告
書
】

1
5

•
E

C
0

5
：
該
当
の
請
求
情
報
は
既
に
受
付
済
、
ま
た
は
請
求
情
報
内
で
重
複
す
る
情
報
が
存
在
し
て
い
ま
す

受
給
者
証
の

事
業
者
記
入
欄
の
番
号

サ
ー
ビ
ス
内
容

契
約
支
給
量

契
約
開
始
年
月
日

契
約
終
了
年
月
日

８
重
度
訪
問
介
護
そ
の
他

１
０
時
間

令
和
７
年
３
月
１
日

令
和
７
年
３
月
１
９
日

２
５

重
度
訪
問
介
護
そ
の
他

２
０
時
間

令
和
７
年
３
月
２
０
日
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（
１
）
概
要

前
月
以
前
に
支
払
が
確
定
し
た
請
求
情
報
に
誤
り
が
あ
り
、
明
細
書
を
取
り
下
げ
る
こ
と
を
「
過
誤
処
理
」
と
い
い
ま
す
。

過
誤
処
理
を
行
う
た
め
に
は
、
市
町
村
等
に
「
過
誤
申
立
依
頼
書
」
の
提
出
が
必
要
で
す
。
過
誤
を
し
た
請
求
情
報
は
、

必
要
に
応
じ
て
内
容
を
修
正
し
再
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

請
求
受
付
期
間
中
（
１
日
～
１
０
日
）
に
誤
り
が
あ
る
こ
と
が
分
か
り
修
正
し
た
い
場
合
は
、

P
５
「
◆
請
求
受
付
期
間

中
（
１
日
～
１
０
日
）
に
当
月
請
求
明
細
書
等
を
取
下
げ
る
画
面
操
作
」
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

（
翌
月
以
降
）

３
．
過
誤
処
理
（
取
下
げ
依
頼
）
に
つ
い
て

1
6

市
町
村

国
保
連
合
会

サ
ー
ビ
ス
事
業
所

①
過
誤
申
立
依
頼
書
の

提
出

②
過
誤
処
理
依
頼

③
過
誤
処
理
結
果
通
知

④
訂
正
し
た
内
容
で

再
請
求
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②
利
用
者
負
担
上
限
額
管
理
結
果
票
は
過
誤
申
立
を
し
て
も
取
下
げ
さ
れ
ま
せ
ん
。

①
過
誤
申
立
デ
ー
タ
と
再
請
求
の
送
信
時
期
に
つ
い
て
必
ず
市
町
村
と
調
整
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

過
誤
申
立
の
際
に
は
、
「
何
月
に
連
合
会
へ
過
誤
申
立
デ
ー
タ
の
送
信
を
す
る
の
か
」
市
町
村
へ
確
認
し
て
い
た
だ
き
、

該
当
月
の
１
～
１
０
日
に
当
月
請
求
分
に
併
せ
て
過
誤
申
立
分
を
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。

【
過
誤
申
立
を
行
っ
た
デ
ー
タ
の
再
請
求
が
な
い
場
合
】

当
月
請
求
分
の
金
額
か
ら
過
去
に
支
払
済
の
金
額
を
取
下
げ
し
相
殺
す
る
た
め
、

事
業
所
か
ら
の
請
求
金
額
よ
り
支
払
額
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

な
お
、
当
月
請
求
分
の
支
払
金
額
よ
り
過
誤
金
額
が
上
回
っ
た
場
合
、

請
求
月
翌
月
に
事
業
所
か
ら
国
保
連
合
会
へ
マ
イ
ナ
ス
分
の
金
額
を
振
込
み
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

※
振
込
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
国
保
連
合
会
よ
り
ご
連
絡
し
ま
す
。

利
用
者
負
担
上
限
額
管
理
結
果
票
を
修
正
す
る
場
合
は
、
「
情
報
作
成
区
分
」
を
「
修
正
」
と
し
て
デ
ー
タ
作
成
し
請
求
し
て

く
だ
さ
い
。

※
上
限
額
管
理
事
業
所
が
他
事
業
所
で
、
自
事
業
所
の
利
用
者
負
担
額
が
変
更
と
な
る
場
合
は
、
上
限
額
管
理
事
業
所
よ
り
当

該
結
果
票
を
送
信
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

▼
簡
易
入
力
シ
ス
テ
ム
・
利
用
者
負
担
上
限
額
管
理
結
果
入
力
画
面

令
和

 年
 月
分

1
7

（
２
）
過
誤
に
つ
い
て
の
注
意
点
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◆
同
月
過
誤

国
保
連
合
会
で
審
査
確
定
し
た
実
績
の
取
下
げ
と
取
下
げ
た
分
の
再
請
求
（
正
し
い
金
額
）
を
同
一
月
内
で
行
う
も
の
で
す
。

①
令
和
７
年
５
月
に
市
町
村
へ
過
誤
申
立
依
頼
書
を
提
出
し
ま
す
。
（
事
業
所
）

②
令
和
７
年
６
月
に
、
国
保
連
合
会
へ
過
誤
申
立
デ
ー
タ
を
送
信
し
ま
す
（
市
町
村
）

③
令
和
７
年
６
月
請
求
受
付
（
事
業
所
）

Ａ
さ
ん
の
令
和
７
年
２
月
分
の
再
請
求
及
び
令
和
７
年
５
月
提
供
５
名
分
の
請
求
を
し
ま
す
。

④
令
和
７
年
６
月
受
付
分
が
国
保
連
合
会
で
過
誤
調
整
さ
れ
令
和
７
年
７
月
２
０
日
に
事
業
所
へ
支
払
わ
れ
ま
す
。

  
  
  

  
  
  

 

  

過
誤
対
象
者
・
・
・
１
名
（
Ａ
さ
ん
）

過
誤
対
象
年
月
・
・
Ｒ
７
年
２
月
提
供
分

過
誤
金
額
・
・
・
・

3
0
,0

0
0
円

<
６
月
受
付
分

>
通
常
請
求

対
象
者
・
・
・
・
５
名

対
象
年
月
・
・
・
Ｒ
７
年
５
月
提
供
分

金
額
・
・
・
・
・

1
0
0
,0

0
0
円

再
請
求
分

過
誤
対
象
者
・
・
・
１
名
（
Ａ
さ
ん
）

過
誤
対
象
年
月
・
・
Ｒ
７
年
２
月
提
供
分

再
請
求
金
額
・
・
・

2
0
,0

0
0
円

過
誤
分

過
誤
金
額
・
・
・
・

3
0
,0

0
0
円

（
３
）
過
誤
請
求
の
例

過
誤
申
立
書

請
求
明
細
書

サ
ー
ビ
ス
提
供

実
績
記
録
表

５
月
提
供
分
・
・
・

5
件

＋
1
0
0
,0

0
0
円

再
請
求
分
・
・
・

1
件

＋
2
0
,0

0
0
円

過
誤
分
・
・
・

1
件

－
3
0
,0

0
0
円

合
計

9
0
,0

0
0
円

←
こ
の
金
額
が
振
込
ま
れ
ま
す
。

1
8
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◆
通
常
過
誤

国
保
連
合
会
で
審
査
確
定
し
た
実
績
の
明
細
書
の
取
下
げ
の
み
を
行
う
も
の
で
す
。

取
下
げ
が
確
定
し
た
後
に
、
必
要
に
応
じ
て
国
保
連
合
会
に
再
請
求
を
行
い
ま
す
。

①
令
和
７
年
５
月
に
市
町
村
へ
過
誤
申
立
依
頼
書
を
提
出
し
ま
す
（
事
業
所
）

②
令
和
７
年
６
月
に
国
保
連
合
会
へ
過
誤
申
立
デ
ー
タ
を
送
信
し
ま
す
（
市
町
村
）

③
令
和
７
年
５
月
提
供
５
名
分
の
請
求
を
し
ま
す
。

令
和
７
年
６
月
請
求
受
付
分
よ
り
、
過
誤
金
額
の
全
額
が
差
し
引
か
れ
事
業
所
へ
支
払
わ
れ
ま
す
。

④
令
和
７
年
７
月
請
求
受
付
分
で
、
再
請
求
を
行
い
ま
す
（
事
業
所
）

⑤
令
和
７
年
８
月
２
０
日
に
事
業
所
へ
再
請
求
分
が
全
額
支
払
わ
れ
ま
す
（
国
保
連
合
会
）

過
誤
申
立
書

過
誤
対
象
者
・
・
・
１
名
（
Ｂ
さ
ん
）

過
誤
対
象
年
月
・
・
・
Ｒ
７
年
２
月
提
供
分

過
誤
金
額
・
・
・

3
0
,0

0
0
円

請
求
明
細
書

サ
ー
ビ
ス
提
供

実
績
記
録
表

<
６
月
受
付
分

>
通
常
請
求

対
象
者
・
・
・

5
名

対
象
年
月
・
・
Ｒ
７
年
５
月
提
供
分

金
額
・
・
・
・

1
0
0
,0

0
0
円

過
誤 過
誤
金
額
・
・

3
0
,0

0
0
円

５
月
請
求
分
・
・
・

5
件

＋
1
0
0
,0

0
0
円

過
誤
分
・
・
・

1
件

－
3
0
,0

0
0
円

合
計

7
0
,0

0
0
円

←
こ
の
金
額
が
振
込
ま
れ
ま
す
。

1
9
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◆
過
誤
調
整
額
が
支
払
決
定
額
を
超
え
た
場
合
（
未
調
整
過
誤
）

当
月
請
求
分
の
支
払
金
額
よ
り
過
誤
金
額
が
上
回
っ
た
場
合
、
請
求
月
翌
月
に
事
業
所
か
ら
国
保
連
合
会
へ
マ
イ
ナ
ス
分
の

金
額
を
振
込
み
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
過
誤
調
整
金
額
が
当
月
請
求
金
額
を
上
回
ら
な
い
よ
う
調
整
の
う
え
、

過
誤
申
立
依
頼
書
を
市
町
村
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

①
令
和
７
年
５
月
に
市
町
村
へ
過
誤
申
立
依
頼
書
を
提
出
し
ま
す
（
事
業
所
）

②
令
和
７
年
６
月
に
国
保
連
合
会
へ
過
誤
申
立
デ
ー
タ
を
送
信
し
ま
す
（
市
町
村
）

③
令
和
７
年
５
月
提
供
１
名
分
の
請
求
を
６
月
に
請
求
を
し
ま
す
。

令
和
７
年
６
月
請
求
受
付
分
よ
り
、
過
誤
金
額
を
差
し
引
い
た
結
果
、
過
誤
金
額
の
方
が
請
求
金
額
を
上
っ
て
い
ま
す
。

④
令
和
７
年
７
月
２
０
日
事
業
所
へ
の
支
払
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
事
業
所
が
国
保
連
合
会
へ
不
足
分
の

2
0
,0

0
0
円
を
振
込
み
ま
す
）

６
月
請
求
分
・
・
・
１
件

＋
1
0
,0

0
0
円

過
誤
分
・
・
・
１
件

－
3
0
,0

0
0
円

合
計

－
2
0
,0

0
0
円
←
こ
の
金
額
を
事
業
所
が
国
保
連
合
会
に
振
込
み
ま
す
（
未
調
整
過
誤
）

過
誤
申
立
書

過
誤
対
象
者
・
・
・
１
名
（
Ｂ
さ
ん
）

過
誤
対
象
年
月
・
・
Ｒ
７
年
２
月
提
供
分

過
誤
金
額
・
・
・
・

3
0
,0

0
0
円

請
求
明
細
書

サ
ー
ビ
ス
提
供

実
績
記
録
表

<
６
月
受
付
分

>
通
常
請
求

対
象
者
・
・
・
・
１
名

対
象
年
月
・
・
・
Ｒ
７
年
５
月
提
供
分

金
額
・
・
・
・
・

1
0
,0

0
0
円

過
誤 過
誤
金
額
・
・
・

3
0
,0

0
0
円

2
0
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2
1

４
．
銀
行
口
座
の
変
更
に
つ
い
て

銀
行
口
座
の
変
更
が
あ
る
場
合
、
「
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
請
求
及
び
受
領
に
関
す
る
届
」
の
再
提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
の

で
、
国
保
連
合
会
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

（
１
）
変
更
手
続
き
の
方
法

①
国
保
連
合
会
か
ら
該
当
事
業
所
の
「
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
請
求
お
よ
び
受
領
に
関
す
る
届
」
を
郵
送
し
ま
す
。

②
郵
送
さ
れ
た
「
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
請
求
お
よ
び
受
領
に
関
す
る
届
」
の
変
更
箇
所
を

朱
書
き

+
訂
正
印
に

  
  
  

  
て
修
正
し
、
国
保
連
合
会
へ
ご
返
送
く
だ
さ
い
。

※
２
５
日
ま
で
に
到
着
の
場
合
は
翌
月
振
込
分
よ
り
変
更
、
２
６
日
以
降
に
到
着
し
た
場
合
は
翌
々
月
振
込
分
よ
り
変
更
に
な
り
ま
す
。

※
国
保
連
合
会
で
変
更
可
能
な
項
目
は
、
請
求
者
と
口
座
情
報
（
振
込
先
、
支
店
名
、
口
座
番
号
、
フ
リ
ガ
ナ
（
受
領
者
）

（
口
座
名
義
人
）
受
領
者
）
で
す
。
住
所
、
電
話
番
号
等
の
変
更
は
指
定
権
者
に
連
絡
を
し
て
く
だ
さ
い
。

（
２
）
委
任
状
が
必
要
な
場
合

・
開
設
者
と
請
求
者
が
異
な
る

・
開
設
者
と
受
領
者
（
口
座
名
義
人
）
が
異
な
る

※
委
任
状
が
必
要
な
場
合
は
、
国
保
連
合
会
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
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フ
リ
ガ
ナ
は
通
帳
の
カ
ナ
（
表
紙
裏
に
記
載
）

の
と
お
り
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い

2
2

フ
リ
ガ
ナ
に
合
わ
せ
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い

愛
知

県
国

民
健

康
保

険
団

体
連

合
会

開
  
設

  
者

理
事

長
住

  
所

愛
知

県
○

○
市

○
○

町
1
-2

-3

国
保

　
太

郎
様

氏
  
名

株
式

会
社

○
○

サ
ー

ビ
ス

給
付

費
等

の
請

求
な

ら
び

に
受

領
に

関
し

、
下

記
の

と
お

り
記

入
・
捺

印
の

う
え

届
出

い
た

し
ま

す
。

旧
事

業
所

番
号

欄
に

記
載

し
た

事
業

所
番

号
へ

の
支

払
い

を
、

当
該

事
業

所
番

号
の

支
払

い
と

合
算

す
る

こ
と

に
同

意
し

ま
す

。

住
所

氏
名

印

4
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

決
定

通
知

書
等

の
送

付
デ

ー
タ

の
形

式
P

D
F　

　
　

　
　

　
　

C
S
V

備
　

考

新
設

令
和

○
年

○
月

請
求

分
よ

り
支

払
先

事
業

所
番

号

2
請

求
者

及
び

受
領

者
（

口
座

名
義

）
の

変
更

※
摘

要

3
振

込
先

及
び

口
座

番
号

の
変

更

請
求

者
株

式
会

社
○

○
サ

ー
ビ

ス
（

口
座

名
義

人
）

受
領

者
株

式
会

社
○

○
サ

ー
ビ

ス

届
出

理
由

（
該

当
番

号
に

○
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
）

異
動

年
月

旧
事

業
所

番
号

1

5
6

※
太
枠
内
の
変
更
・
訂
正
は
行
え
ま
せ
ん
。

当
座

そ
の

他

フ
リ

ガ
ナ

（
請

求
者

）
カ

ブ
シ

キ
ガ

イ
シ

ャ
マ

ル
マ

ル
サ

ー
ビ

ス
フ

リ
ガ

ナ

（
受

領
者

）
カ

）
マ

ル
マ

ル
サ

ー
ビ

ス

所
在

地

愛
知

県
○

○
市

○
○

町
1
-2

-3
　

○
○

支
店

口
座

番
号

普
通

0
1

2
3

4

3

　
○

○
銀

行

支
店

名

4
5

6

フ
リ

ガ
ナ

（
所

在
地

）
ア

イ
チ

ケ
ン

　
マ

ル
マ

ル
シ

　
マ

ル
マ

ル
チ

ョ
ウ

 1
-2

-3
振

込
先

0
1

2

郵
便

番
号

1
2
3
-4

5
6
7

（
請

求
先

）

事
業

所

名
称

○
○

事
業

所
電

話

番
号

0
5
2
-1

2
3
-4

5
6
7

※
太
枠
内
の
変
更
・
訂
正
は
行
え
ま
せ
ん
。

F
A

X

番
号

0
5
2
-1

2
3
-4

5
6
7

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

費
等

の
請

求
及

び
受

領
に

関
す

る
届 ○

年
○

月
○

日
　

提
出

代
表

取
締

役
　

申
請

太
郎

事
業

所

番
号

2
3
○

○
○

○
○

○
○

○
連 合 会 使 用 欄

法
人

等

種
別

0
5

　
営

利
法

人

法
人 印

（
口

座
名

義
人

）

受
領

者
株

式
会

社
○

○
サ

ー
ビ

ス

5
6

当
座

そ
の

他

フ
リ

ガ
ナ

（
受

領
者

）
カ

）
マ

ル
マ

ル
サ

ー
ビ

ス

　
○

○
支

店

口
座

番
号

普
通

0
1

2
3

4

3

　
○

○
銀

行

支
店

名

4
5

6

振
込

先

0
1

2

異
動
年
月
…
請
求
デ
ー
タ
を
送
信
す
る
月
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

未
定
の
場
合
は
空
欄
で
も
可

（
３
）
「
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
請
求
及
び
受
領
に
関
す
る
届
」
記
載
例
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2
3

＜
問
い
合
わ
せ
先
＞

○
電
子
請
求
受
付
シ
ス
テ
ム
・
簡
易
入
力
シ
ス
テ
ム
・
取
込
送
信
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と

電
子

請
求

受
付

シ
ス

テ
ム

上
の

F
A

Q
を

ご
確

認
く

だ
さ

い
。

解
決

で
き

な
い

場
合

：
障

害
者

総
合

支
援

電
子

請
求

ヘ
ル

プ
デ

ス
ク

：
0
5
7
0
-0

5
9
-4

0
3

：
m

a
il
@

su
p

p
o

rt
-e

-s
e
ik

y
u

u
.jp

○
給
付
費
の
支
払
、
返
戻
に
関
す
る
お
問
合
せ

愛
知

県
国

民
健

康
保

険
団

体
連

合
会

障
害

福
祉

課

：
0
5
2
-9

6
2
-1

3
6
9

○
ご
使
用
の
障
害
福
祉
ソ
フ
ト
に
関
す
る
こ
と

障
害

福
祉

ソ
フ

ト
会

社

○
過
誤
申
立
、
受
給
者
証
の
記
載
内
容
（
加
算
等
）
、
エ
ラ
ー
コ
ー
ド
が
「
S
」
「
T
」
か
ら
始
ま
る
返
戻
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

各
市

町
村

障
害

担
当

課

○
事
業
所
の
体
制
に
伴
う
届
出
内
容
（
加
算
等
）
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

愛
知

県
庁

障
害

担
当

課

○
指
定
基
準
や
報
酬
に
関
す
る
お
困
り
ご
と

Ｗ
Ａ

Ｍ
Ｎ

Ｅ
Ｔ

Ｗ
Ａ

Ｍ
ネ

ッ
ト

障
害

Ｑ
＆

Ａ

G.分冊39


	スライド 0: 障害福祉サービス費等の 請求について
	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17
	スライド 18:      　 　◆同月過誤 　　国保連合会で審査確定した実績の取下げと取下げた分の再請求（正しい金額）を同一月内で行うものです。  　①令和７年５月に市町村へ過誤申立依頼書を提出します。（事業所）      　②令和７年６月に、国保連合会へ過誤申立データを送信します（市町村）  　③令和７年６月請求受付（事業所） 　　Ａさんの令和７年２月分の再請求及び令和７年５月提供５名分の請求をします。         　   　④令和７年６月受付分が国保連合会で過誤調整され令和７年７月２０日に事業所
	スライド 19:   　    ◆通常過誤 　　国保連合会で審査確定した実績の明細書の取下げのみを行うものです。 　   取下げが確定した後に、必要に応じて国保連合会に再請求を行います。 ①令和７年５月に市町村へ過誤申立依頼書を提出します（事業所）       ②令和７年６月に国保連合会へ過誤申立データを送信します（市町村） 　 ③令和７年５月提供５名分の請求をします。 　令和７年６月請求受付分より、過誤金額の全額が差し引かれ事業所へ支払われます。             ④令和７年７月請求受付分で、再請
	スライド 20:   　  ◆過誤調整額が支払決定額を超えた場合（未調整過誤）  当月請求分の支払金額より過誤金額が上回った場合、請求月翌月に事業所から国保連合会へマイナス分の金額を振込みしていただくことになります。過誤調整金額が当月請求金額を上回らないよう調整のうえ、過誤申立依頼書を市町村へ提出してください。  　①令和７年５月に市町村へ過誤申立依頼書を提出します（事業所）       　②令和７年６月に国保連合会へ過誤申立データを送信します（市町村） 　 　③令和７年５月提供１名分の請求を６月に請求を
	スライド 21
	スライド 22
	スライド 23

